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維持管理・運用段階におけるBIM活用に関する実務者WGについて

⚫ 維持管理・運用段階の業務におけるBIM活用の可能性を検討するため、維持管理・運用に関する各業務
におけるBIM活用のあり方や実務的な有効性について具体的な整理を行う
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■WGの構成メンバー■WGにおける検討事項

1.維持管理・運用の業務において、必要な情報や業務で得られる
情報の整理
1.維持管理・運用の業務において、必要な情報や業務で得られる
情報の整理

2.維持管理・運用段階のBIM活用に関するガイドライン策定の検討2.維持管理・運用段階のBIM活用に関するガイドライン策定の検討

■スケジュール

主な議題

第1回（7月）
・維持管理・運用段階の業務整理の方針

・既存建築物BIM化ガイドライン構成

第2回（12月）

・維持管理・運用段階の業務において取扱う
データ

・既存建築物BIM化ガイドラインの骨子

第3回（2月） ・とりまとめに向けた議論

• 維持管理・運用段階のBIM活用の考え方、維持管理・運用段階の
BIM作成フローなどを整理

• 維持管理・運用業務の流れや、その中で必要な情報、得られている
情報、データなどを整理し、業務のリスト化・構造化を図る

• これらの業務に対して維持管理・運用BIMの活用による効果の検
討を実施
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維持管理・運用の業務において、必要な情報や業務で得られる情報の整理

図面データ
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維持管理・運用BIMデータ
→設計施工データを維持管理運営
データと紐づけ可能な形に変換

設計・施工
BIMデータ

設備来歴

・・・

・・・

⚫ 維持管理・運用BIMデータ作成は、「設計・施工BIMデータを維持管理運営に必要となるデータ
（CMMS・IWMS等で管理）と紐づけ可能にすること」と捉えられる。維持管理運営に必要なデータ群作
成に有効であり、業務効率化等に繋がる可能性がある

⚫ 維持管理運営用のデータ群作成が一般化すれば、それらが不動産取引や投融資の際に活用されることで、
透明性が高い不動産マーケットの実現につながり、築古ストックの資産価値の精緻化・向上につながる可
能性がある。また、BM事業者の業務効率の向上が期待されるほか、PM・AM・FMオーナーにとって管
理運営状況の可視化につながり発注・管理の効率化・高質化につながることが期待される。さらに、法令
順守状況が可視化され、建物の適正管理につながることが期待される

⇒データの更新が反映されない
⇒維持管理運営データとの紐づけ不可能

設計・施工データ 日常業務

設備来歴

維持管理運営に活用できるデータセット
（CMMS・IWMS等で管理）

管理コスト・
紐つけコスト高

紐づけ・連携

・管理・運営の可
視化・効率化

・建物履歴を考慮
した評価・投融資
・資産評価への反
映



維持管理・運用の業務において、必要な情報や業務で得られる情報の整理
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⚫ 維持管理・運用段階の業務内容を整理した上で、そこでやり取りされているデータおよびやり取りされる
べきデータの整理を実施

⚫ これらの内、DBに入力すべきもの、BIMに入力してDBに連携すべきものをそれぞれ棲み分け
⚫ 上記の作業にあたっては、DB側で履歴情報を持ち、BIMには3次元情報が必要であるものおよびDBの

履歴情報と紐づけするための製品情報を入れることを基本的な考え方をして整理

データ保管場所 BIM活用案

項目 詳細項目例 DB BIM BIM単体 DB連携時

土地基本情報

土地基本情報 土地コード ○ ◎
土地や道路等の周辺情報の確
認

対象となる土
地の確認

対象建物 建物名称 ○ ◎
その土地にある建物の確認 対象となる土

地の確認

建物基本情報

建物基本情報 建物コード ○ ◎
建物外観や内見検の確認（デジ
タルツイン）

対象となる土
地の確認

建物仕様 構造 ○ ◎

建物仕様や構造・躯体・収まり等
の確認
平面立面断面図の確認
設備等の形状や位置の確認

対象となる建
物の左記の確
認

・・・
・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

■整理イメージ



ＢＩＭを通じた建築データの活用に関するガイドライン

⚫ そのため、維持管理・運用段階でのBIMデータの活用にあたっては、その目的を整理し、業務プロセスと
あわせて見直すことが重要

■維持管理・運用BIMの基本的な考え方
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■維持管理・運用BIM構築・運用のワークフロー

⚫ BIMモデルを作成するにあたり、関係者間で下記のようなステップで進めていくことが必要になる。

維持管理・運用段階BIM構築の流れ

発注者要件の明
確化

BIM実行計画書
の整備

モデリングルー
ル・
命名規則の設定

維持管理システ
ムとの
連携要件確認

情報精度
（LOD/LOI）
の設定

関係者間の役割
分担と
教育

・何のために
BIMを使うのか
を維持管理目線
で明確にする
・不要なモデリン
グ・情報過多を防
ぐ

・何のために
BIMを使うのか
を維持管理目線
で明確にする
・不要なモデリン
グ・情報過多を防
ぐ

・プロジェクト関
係者間でどう
作って、どう引き
渡すかを合意す
る

・プロジェクト関
係者間でどう
作って、どう引き
渡すかを合意す
る

・維持管理で活用
し、更新できる
BIMを実現する
・維持管理システ
ムと連携させる

・維持管理で活用
し、更新できる
BIMを実現する
・維持管理システ
ムと連携させる

・BIMが維持管
理システムと連
携できることを
確認する

・BIMが維持管
理システムと連
携できることを
確認する

・BIMの詳細度
についてコスト
と効果を最適化
する
・実務で運用が出
来る必要十分な
情報精度を確保

・BIMの詳細度
についてコスト
と効果を最適化
する
・実務で運用が出
来る必要十分な
情報精度を確保

・BIMが引き渡
し後も使われ続
ける状態をつく
る

・BIMが引き渡
し後も使われ続
ける状態をつく
る

WF

目的

⚫ 維持管理・運用段階で現在もBIMの活用が行われている事例について、その構築・運用に関するワークフ
ローを紹介

■ユースケースについて



来年度の取組について
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今年度 次年度以降

1.維持管理・運用の業
務において、必要な情
報や業務で得られる情
報の整理

2.維持管理・運用段階
のBIM活用に関するガ
イドライン策定の検討

• 主要なユースケースを定め、BIMの実務レベル
で「BIMに格納すべきデータ」「それ以外で管
理するデータ」の標準を定めるための検討を実
施
※標準化TFの取組と連携することを想定

• 上記で検討した主要なユースケース毎に、実務
的に社会実装をするための検討
（関連業務のガイドラインへの反映）

⚫ガイドラインの策定については今年度で完了のため、来年度はユースケース毎に応じたBIM
のオブジェクトレベルでの情報の標準化およびその社会実装に向けた検討を中心に実施
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